
令 和 ４ 年
11月８日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

河
川
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
区
域
と
一
体
と
し
て
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
区
域
の
指
定
（
河
川
課
）
…
…
…
二

○
公
告

県
営
内
日
北
第
一
地
区
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…

県
営
日
良
居
地
区
水
利
施
設
等
保
全
高
度
化
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧
（
森
林
企
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

地
域
森
林
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
（
三
件
）
（
森
林
企
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
名
称
等

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
団
体
の
異
動
事
項

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
告
示

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
講
習
会
の
開
催

四
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
講
習
会
の
開
催

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
開
成
町
四
五
六
〇
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

一
・
一
・
二－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

舞
車
町
⑴
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
十
号
を
東
川
左
岸
境
界
線
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

町

名

地

番

標

柱

番

号

周

南

市

清

水

町

四
二
五
三
の
二
地
先

一
号

〃

〃

四
八
八
九
の
三

二
号

〃

〃

四
八
九
四
の
一

三
号

〃

〃

四
八
九
五
の
二

四
号

〃

〃

四
八
九
五
の
二

五
号

〃

〃

四
二
五
四
の
二

六
号

〃

〃

四
二
五
五
の
二

七
号

〃

〃

四
二
五
五
の
二

八
号

〃

〃

四
二
五
二
の
六

九
号

〃

〃

四
二
五
三
の
二
地
先

十
号

一
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山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

錦
川
水
系
に
係
る
二
級
河
川
錦
川
に
つ
い
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
同
項
第
一
号
の
区
域
と

一
体
と
し
て
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

次
の
図
の
茶
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
（
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
の
区
域
を
除
く
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
河
川
課
、
岩
国
土
木
建
築
事
務
所

及
び
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
一
八
二
）
県
営
内
日
北
第
一
地
区
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

内
日
北
第
一
地
区
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た

の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
内
日
北
第
一
地
区
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
一
八
三
）
県
営
日
良
居
地
区
水
利
施
設
等
保
全
高
度
化
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

日
良
居
地
区
水
利
施
設
等
保
全
高
度
化
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
日
良
居
地
区
水
利
施
設
等
保
全
高
度
化
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
一
八
四
）
地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
萩
森
林
計
画

区
に
係
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に

お
け
る
地
域
森
林
計
画
を
た
て
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
地
域
森
林
計

画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
企
画
課
、
山
口
県
萩
農
林
水
産
事
務
所

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
七
日
ま
で

（
一
八
五
）
地
域
森
林
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
森
林
計

画
区
に
係
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
変
更
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
の
場
所

二
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山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
企
画
課
、
山
口
県
山
口
農
林
水
産
事
務
所
及
び
山
口
県
美
祢
農
林
水
産

事
務
所

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
七
日
ま
で

（
一
八
六
）
地
域
森
林
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩
徳
森
林
計

画
区
に
係
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
変
更
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
企
画
課
、
山
口
県
岩
国
農
林
水
産
事
務
所
、
山
口
県
柳
井
農
林
水
産
事

務
所
及
び
山
口
県
周
南
農
林
水
産
事
務
所

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
七
日
ま
で

（
一
八
七
）
地
域
森
林
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
豊
田
森
林
計

画
区
に
係
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
変
更
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
企
画
課
、
山
口
県
下
関
農
林
事
務
所
、
山
口
県
長
門
農
林
水
産
事
務
所

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
七
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

宮
野
な
お
き
後
援

会
宮
野
直
樹
宮
野
直
樹
下
関
市
安
岡
本
町
３
丁
目

17番
20号

令
和
４
、

９
、
15

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

大
内
一
也
後
援
会

大
内
一
也
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
以
外

の
政
治
団
体

政
治
資
金
規
正

法
第
19条
の
７

第
１
項
第
１
号

に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団

体
か
つ
同
項
第

２
号
に
係
る
国

会
議
員
関
係
政

治
団
体

令
和
４
、

７
、
11

大
内
一
也
ビ
ジ
ョ
ン
探
究
会

〃
〃

〃
〃

〃
〃
〃

二
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山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
を

し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

大
内
一
也

大
内
一
也
ビ
ジ
ョ
ン
探
究

会
公
職
の
種
類
山
口
県
議
会
議

員
参
議
院
議
員

令
和
４
、

７
、
11

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

講
習
会
の
受
講
対
象
者

㈠

初
心
者
講
習
会

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

㈡

経
験
者
講
習
会

法
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

講
習
会
開
催
の
日
時
及
び
場
所

㈠

初
心
者
講
習
会

開

催

の

日

時

開

催

の

場

所

令
和
五
、

二
、

九

午
前
九
時
三
〇
分

〃

四
、
一
三

〃

〃

六
、
一
一

〃

山
口
県
警
察
本
部

〃

八
、
一
七

〃

〃

九
、
一
四

〃

〃

一
〇
、
一
五

〃

㈡

経
験
者
講
習
会

開

催

の

日

時

開

催

の

場

所

令
和
五
、

四
、

六

午
後
一
時

〃

六
、

一

〃

〃

八
、

三

〃

〃

一
〇
、

五

〃

〃

一
二
、

七

〃

山
口
県
岩
国
警
察
署
岩
国
西
幹
部
交
番

令
和
五
、

一
、
一
九

午
後
一
時

〃

二
、
一
六

〃

〃

三
、
〃

〃

〃

四
、
二
〇

〃

〃

五
、
二
五

〃

〃

六
、
二
二

〃

〃

七
、
二
〇

〃

〃

八
、
二
四

〃

〃

九
、
二
一

〃

〃

一
〇
、
二
六

〃

〃

一
一
、
三
〇

〃

〃

一
二
、
二
一

〃

山
口
県
警
察
本
部

令
和
五
、

三
、

七

午
後
一
時

〃

五
、

九

〃

〃

七
、

四

〃

〃

九
、

五

〃

〃

一
一
、

七

〃

山
口
県
山
陽
小
野
田
警
察
署
厚
狭
幹
部
交
番
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山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の

三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
八
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

講
習
会
の
受
講
対
象
者

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

講
習
会
開
催
の
日
時
及
び
場
所

開

催

の

日

時

開

催

の

場

所

令
和
五
、

三
、

二

午
後
一
時

〃

五
、
一
八

〃

〃

七
、
一
三

〃

〃

一
一
、
一
六

〃

山
口
県
警
察
本
部

五
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令
和
四
年
十
一
月
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
十
一
月
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


